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宮
田
か
つ
み
議
員
（
自
由
民
主
党
）

　

介
護
保
険
制
度
に
つ
い
て
、

必
要
と
す
る
人
が
よ
り
利
用
し

や
す
い
制
度
と
す
る
た
め
、
要

支
援
の
制
度
に
変
更
を
加
え
る

と
い
う
報
道
が
な
さ
れ
、
利
用

者
は
心
配
し
て
い
る
。
制
度
の

見
直
し
に
よ
る
、
要
支
援
の
認

定
を
受
け
て
い
る
人
へ
の
影
響

は
ど
う
か
。
ま
た
、
市
と
し
て

は
ど
う
取
り
組
む
の
か
。

答　

予
防
給
付
か
ら
地
域
支
援

事
業
に
移
行
す
る
が
、
サ
ー
ビ

ス
内
容
は
低
下
し
な
い
よ
う
に

し
た
い
。
新
事
業
で
は
、
地
域

に
応
じ
た
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
が

市
町
村
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
か

ら
、
今
後
、
利
用
者
が
混
乱
し

な
い
よ
う
周
知
を
図
る
と
共
に
、

国
の
動
向
を
注
視
し
つ
つ
、
よ

り
よ
い
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
取

り
組
む
。

介護保険制度の見直し
要支援者に対する影響はあるのか

サービスに変更なし 今後周知図る

福 祉

並
木
ま
き
議
員
（
み
ら
い
）

　

高
齢
化
が
進
行
し
、
認
知
症

高
齢
者
が
増
加
し
て
い
る
。
そ

の
症
状
の
一
つ
に
徘
徊
が
あ
り
、

市
は
行
方
不
明
者
の
発
見
体
制

を
強
化
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
こ

で
、
メ
ー
ル
情
報
配
信
サ
ー
ビ

ス
を
活
用
し
て
情
報
を
発
信
し
、

登
録
者
に
よ
る
見
守
り
体
制
を

確
立
す
る
こ
と
が
有
効
と
考
え

る
が
、
市
の
考
え
は
ど
う
か
。

メ
ー
ル
情
報
配
信
サ
ー
ビ
ス
の
活
用
を

関
係
機
関
と
調
整
し
体
制
整
備
す
る

認知症高齢者の保護

答　

市
も
、
本
サ
ー
ビ
ス
は
行

方
不
明
者
の
発
見
・
保
護
に
有

効
と
考
え
て
い
る
。
今
後
、
警

察
等
の
関
係
機
関
と
調
整
を
図

る
他
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
成
し

対
応
窓
口
を
統
一
す
る
等
、
早

急
に
体
制
を
整
備
し
て
い
く
。

ま
た
、
広
報
等
で
市
民
や
介
護

関
係
者
に
本
サ
ー
ビ
ス
の
活
用

を
周
知
し
、
不
明
者
の
早
期
発

見
・
保
護
に
取
り
組
み
た
い
。

大
場　

諭
議
員
（
公
明
党
）

　

平
成
25
年
８
月
の
社
会
保
障

制
度
改
革
国
民
会
議
報
告
書
で

は
、
団
塊
世
代
が
75
歳
以
上
と

な
る
37
年
を
見
据
え
、
住
ま
い

や
医
療
、
介
護
、
生
活
支
援
等

を
一
体
的
に
提
供
す
る
地
域
包

括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
整
備
を
最

大
の
課
題
と
し
て
い
る
。
市
の

認
識
と
、
37
年
に
向
け
た
シ
ス

テ
ム
構
築
の
取
り
組
み
を
問
う
。

平
成
37 
年
実
現
に
向
け 

市
の
認
識
は

中
長
期
的
視
点
で
の
基
盤
整
備
が
必
要

地域包括ケアシステム

答　

現
在
実
施
し
て
い
る
第
５

期
高
齢
者
福
祉
計
画
・
介
護
保

険
事
業
計
画
で
は
、
地
域
包
括

ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
考
え
方
を
施

策
の
基
本
方
向
に
置
い
て
い
る
。

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構

築
に
は
、
中
長
期
的
視
点
に
立

っ
た
計
画
策
定
や
基
盤
整
備
等

が
必
要
と
認
識
し
て
お
り
、
次

期
計
画
で
も
、
実
現
に
向
け
た

取
り
組
み
を
行
っ
て
い
く
。

谷
藤
利
子
議
員
（
日
本
共
産
党
）

　

精
神
障
害
者
の
多
く
は
同
居

家
族
の
支
援
を
受
け
て
生
活
し

て
い
る
が
、
家
族
の
高
齢
化
等

の
不
安
か
ら
、
施
設
へ
の
入
所

の
ニ
ー
ズ
が
高
ま
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
物
件
の
確
保
や
ス
タ

ッ
フ
の
確
保
、
近
隣
住
民
の
理

解
の
問
題
等
、
施
設
の
開
設
が

進
み
に
く
い
状
況
と
聞
く
。
市

は
ど
う
対
応
し
て
い
る
の
か
。

入
所
ニ
ー
ズ
の
高
ま
り
に
ど
う
応
え
る

運
営
費
補
助
や
物
件
情
報
提
供
等
を
実
施

精神障害者向け施設

答　

市
で
は
、
グ
ル
ー
プ
ホ
ー

ム
等
の
施
設
へ
の
運
営
費
補
助

や
そ
の
入
居
者
へ
の
家
賃
助
成

を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
障
害

者
へ
の
理
解
促
進
の
た
め
の
講

演
会
を
実
施
し
て
い
る
他
、
施

設
と
し
て
の
利
用
を
希
望
す
る

空
き
家
の
情
報
提
供
等
を
行
っ

て
い
る
。
今
後
も
障
害
者
が
地

域
で
安
心
し
て
生
活
で
き
る
よ

う
支
援
を
行
っ
て
い
く
。

松
永
修
巳
議
員
（
緑
風
会
）

　

市
は
、
長
寿
の
節
目
を
迎
え

た
高
齢
者
に
敬
老
祝
金
を
支
給

し
て
い
る
。
高
齢
者
を
祝
福
す

る
趣
旨
や
、
平
成
26
年
に
市
制

施
行
80
周
年
を
迎
え
る
こ
と
を

勘
案
す
る
と
、
傘
寿
で
あ
る
80

歳
で
の
支
給
の
新
設
が
望
ま
し

く
、
こ
れ
に
よ
る
負
担
増
は
支

給
額
の
見
直
し
で
賄
え
る
と
考

え
る
。
市
の
認
識
を
問
う
。

傘
寿
で
の
支
給
を
新
設
で
き
な
い
か

現
在
予
定
な
い
が
事
業
提
案
で
議
論

敬老祝金

答　

市
は
、
敬
老
祝
金
の
支
給

に
つ
い
て
議
論
を
重
ね
な
が
ら

進
め
て
き
た
。
現
在
、
対
象
者

を
変
更
し
た
２
年
前
と
社
会
状

況
等
に
大
き
な
変
化
が
な
い
た

め
、
制
度
を
見
直
す
考
え
は
な

い
。
ま
た
、
市
制
施
行
80
周
年

の
記
念
事
業
の
対
象
と
し
て
い

な
い
が
、
予
算
内
で
実
施
で
き

る
事
業
の
提
案
と
し
て
受
け
止

め
、
議
論
し
て
い
く
。

福 祉

視の会員委常 任 察

総務委員会
【日　程】

平成25年7月29日～ 31日

【視察地】

旭川市、岩見沢市、札幌市

【視察項目】

・市庁舎（議会関係施設を含む）の

　管理運営について

　（旭川市、岩見沢市、札幌市）

・公募型市民企画公演プロポーザルについて（旭川市）

・絵画ホール・松島正幸記念館について（岩見沢市）

札　幌　市

【主な視察内容】

　市庁舎の管理運営については、省エネ対策と

してのデマンド監視装置の設置（旭川市）や節

電推進員による減灯・消灯等の取り組みの徹底

（岩見沢市）の他、ＬＥＤ照明への交換等によ

り契約電力を約２割削減した例（札幌市）につ

いて視察した。また、旭川市では、市民の企画

・立案による公演を提案者、出演者及び市が協

働して実施する演奏会を行っている。岩見沢市

では、昭和７年築の元警察署の建物を保存し、

展覧会やコンサート等の場として活用している。

東京外郭環状道路特別委員会

国などからの説明に対し各委員が質疑

　東京外郭環状道路特別委員会を平成 25 年７月 22 日に開催し、

国、東日本高速道路株式会社及び担当者を招いて、外環道路に関

する審査を行いました。

　委員会の冒頭で、国土交通省首都国道事務所の担当者から、平

成 25 年６月末現在、用地取得率は約 99％であり、未買収地につい

ても収用委員会の裁決を得て用地取得の見通しが立ったことな

どの説明がなされました。その後、各委員が、供用開始までのス

ケジュール、地域分断対策、環境影響予測などについて質疑を行

いました。

　質疑に対し、各担当者からは、用地取得に想定外の時間を要し

たことなどにより、当初の予定である平成 27 年度末の供用開始は

厳しい状況であること、地域分断対策については平面交差点を基

本とし、高齢者や障害者に配慮した横断歩道を原則としているこ

と、環境影響予測については、最新の技術手法を用いた予測結果

に関する住民説明会を 25 年５月に開催したことなどの答弁がな

されました。

議会の会議における情報機器端末の使用について

常任委員会・決算審査特別委員会での試行始まる

　議会改革検討協議会では、議長の諮問に基づき、議会改革の一環と

して、会議資料のペーパーレス化の推進、審議の一層の充実を図るた

め、会議における情報機器端末（タブレット端末）の使用について、

ＩＣＴ作業部会を設置して検討を行いました。

　その結果、平成25年９月定例会から、会議における情報機器端末

の使用を試行的に実施することとし、議長への答申を経て、平成25

年９月５日の議会運営委員会で決定しました。

　試行期間中、端末使用の実績、効果、課題等の検証・検討を行うこ

ととしています。

＜試行の概要＞

▼使用可能な機器
　タブレット端末（通話機能なし、物理キーボードなしのもの）

▼使用可能な会議
　常任委員会、決算審査特別委員会

▼使用における遵守事項
　　使用を許可された端末のみ使用する

　　端末は消音モードに設定し、音声又は操作音を発しない

　　電子メールの送信、ＳＮＳ等外部への情報発信をしない

　　静止画、動画又は音声の記録をしない

　　その他、当該会議の目的外の用途や会議の運営の支障と

　　　なる行為をしない

　※端末の使用にあたっては、自己の責任において行う。
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